
（別紙 1） 

中央組織 地方組織（都道府県連・総支部・行政区支部）、自治体議員組織 

 

（選択肢１）当面民進党のまま改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都道府県連）友党との協力・連携を認める（※） 

 

 

 

 

 

（総支部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政区支部） 

 

 

 

（自治体議員）友党・無所属議員等を加えた地域政党・会派等を積極的に進める。当該地

域政党・会派等は、連合地方組織の政治フォーラム組織との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選択肢２）党名変更をしたうえで改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選択肢３）新党移行のうえで改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民進党 
▼ 選択肢②、選択肢③の場合に生じる移行手続等の煩瑣は

ない。 

▼ 民進党はなくなったと受け止めている有権者の感覚に

応えうるか。 

▼ 民進党の名前では統一地方選挙、参議院選挙は戦えない

と述べている党内の意見に応えうるか。 

民進党 

新党名 

▼ 選択肢①のデメリットを軽減しつつ、選択肢③の場合に

生じるほどの移行手続等の煩瑣はない。 

▼ 再スタート感がどの程度出るか。 

 

民進党 

新党 

他党・無所

属 

▼ 選択肢①②に比べると、再スタート感は強い。 

▼ 新党になることで他党・無所属議員の復帰や新たな参画

の可能性はある。 

▼ 総支部の既往財務経理等の説明責任負担等が根本的に

解消される（選択肢①②でも総支部再設立等によって対

応可）。 

▼ 新党の新たな「旗」、民進党「＋α」を明示することが

必須（とくに、ガバナンス、カルチャー等の観点から、

信頼される体質への昇華が不可欠）。 

▼ 移行手続、準備等が煩瑣。 

 

１．友党国会議員のオブザーバー等の立場での会議参加。 

２．友党都道府県連とのインフラ等の共同使用。 

３．その他の工夫。 

（※）但し、財政運営、経理上の区分は明確にすることが必須。 

１．総支部長は、①現職国会議員、②国政内定候補者、③自治体議員

を原則としつつ、地域事情に応じて、④元議員、⑤非議員も就任可

能。但し、④、⑤のケース等は本部と要調整。 

２．総支部管轄行政区内の自治体議員の活動拠点とする（所属自治体

議員数増加が具体的活動目標）。 

３．当該小選挙区に友党現職国会議員がいる場合には、本部との調整

及び総支部の機関決定によって、友党現職国会議員を支援すること

も可。 

４．既往総支部継承が原則ながら、財務経理等の諸事情により、旧総

支部解散・新総支部立上げ等は個別事情により認める。 

 

１．総支部長は、当該行政区自治体議員を原則としつつ、地域事情に

応じて、元議員、非議員も就任可能。但し、本部と要調整。 

２．総支部との連携が必須。 

 

民進党 

Ａ党 Ｂ党 

無所属 

Ｃ党 

地域政党 連合フォーラム 


